
緑橋架替工事に伴う車両迂回のご案内（佐賀一丁目への迂回方法）
緑橋架替工事に伴い、車両通行止めを行います。佐賀一丁目へお越しの際は下図のとおり迂回をお願いします。
ご通行の際は、現地の標識、交通誘導警備員の指示などに従っていただくようお願い申し上げます。
※下図の迂回路は、令和7年1月8日～令和7年5月1日までを予定しています。それ以降は迂回方法が変更となりますので改めてお知らせします。

箱崎からお越しの際は、
元木橋交差点で転回してください。

葛西橋通り支線の側道へ
お入りください。

佐賀二丁目からお越しの際は、
元木橋交差点で右折してください。

❶

❷

❸

佐賀二丁目

佐賀一丁目 福住一丁目

突き当りを左折し、
転回してください。

この先は一方通行のため、
直進できません。

❶元木橋交差点を右折or転回

❷葛西橋通りの側道へ

❸左折して佐賀町河岸通りへ

※安全対策のため左車線は使用できません。

❹すぐ左折

※一時的に一方通行を一部解除しています。

❹

直進はできません

【お問合せ先】
江東区土木部道路課橋梁係 03-3647-9684


